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(57)【要約】
【課題】　玄関子機と通話中の電話端末等の外部端末か
ら音響信号を使用して電気機器を制御する構成であって
も、電気機器制御信号に伴う音が玄関子機スピーカ等か
ら報音されることがない。
【解決手段】　玄関子機から呼び出しが成されて居室親
機から電話端末と通話路を確立するために送信されるイ
ンターホン仕様のＳＩＰ呼出信号（Ｓ１）に、電気機器
の制御信号を呼出先の電話端末が送信する際に、それを
識別するために識別子を付加させる識別子設定情報を内
包して出力し、ＳＩＰ受信信号（Ｓ２）を電話端末から
受けて通話路が形成された状態で、電話端末から電気機
器制御信号として音響信号（Ｓ６）が送信されたら、居
室親機は音響信号に付加された識別子を認識し、受信し
た音響信号を直前に報音された音声信号に入れ替えて報
音し、受信した音響信号に基づく電気機器制御を実施す
る。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
玄関子機と、居室親機と、前記居室親機と有線或いは無線で通信が可能な電話端末とを有
し、前記居室親機に所定の音響信号に基づいて電気機器を制御する機器制御部を備えたイ
ンターホンシステムであって、
前記居室親機は、前記玄関子機から呼び出しが成されたら、前記電話端末と通話路を確立
するために電話番号に基づくインターホン仕様のＳＩＰ呼出信号を出力し、前記ＳＩＰ呼
出信号に対するＳＩＰ受信信号が前記電話端末から返信されたら通話路形成制御を行う呼
出・応答制御部を備えると共に、前記電話端末は、ＳＩＰ呼出信号を受けたらＳＩＰ受信
信号を返信する応答・通話制御部を備え、
前記呼出・応答制御部は、前記ＳＩＰ呼出信号に、電気機器制御信号を前記電話端末が送
信する際にそれを識別するために付加する識別子設定情報を内包して出力すると共に、前
記電話端末は、電気機器制御信号として前記音響信号の送信操作が成されると、生成した
音響信号に前記識別子設定情報に基づく識別子を付加する制御信号生成部を有し、
前記居室親機は、通話路が確立され前記電話端末から前記電気機器制御信号としての音響
信号を受信すると、前記音響信号に付加された前記識別子を認識して、受信した前記音響
信号を所定の音響信号或いは音声信号に入れ替えて報音制御する音響信号復旧部を備える
と共に、前記機器制御部が、受信した前記音響信号に基づく電気機器制御を実施すること
を特徴とするインターホンシステム。
【請求項２】
制御対象の電気機器が玄関ドアに設置された電気錠であり、前記機器制御部は、前記電話
端末から所定の音響信号を受信したら前記電気錠の解錠を実施することを特徴とする請求
項１記載のインターホンシステム。
【請求項３】
前記居室親機は、接続先の前記電話端末から受信して報音した音声信号を一時記憶するバ
ッファメモリを有し、
前記音響信号復旧部は、制御信号として受信した音響信号に替えて直前に出力した音声信
号を前記バッファメモリから取り出して報音させることを特徴とする請求項１又は２記載
のインターホンシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、玄関子機からの呼び出しに居室親機に加えて外部機器でも応答することが可
能なインターホンシステムに関し、特にその外部機器からインターホンに接続された電気
機器を制御する機能を備えたインターホンシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　玄関からの呼び出しに住戸内に設置された居室親機以外の外部機器で応答でき、更に玄
関ドアに設置された電気錠をその外部機器で遠隔操作できる機能を備えたインターホンシ
ステムがある。例えば、特許文献１では、居室親機にインターネット接続機能を設けて携
帯端末をインターネットを介して通信を可能とし、共用玄関装置（玄関子機）からの呼び
出しに対して、居室親機と携帯端末で応答及び電気錠解錠操作を可能としている。
【特許文献１】特開２００２－１９４９３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記特許文献１のシステムの場合、携帯端末からＤＴＭＦ信号を送出することで電気錠
の制御ができる。しかしながら、玄関子機と携帯端末の間で通話している時に、携帯端末
から電気錠制御のためのＤＴＭＦ信号を送信すると、玄関子機のスピーカから制御信号で
あるＤＴＭＦ信号が音として報音されてしまい、通話相手の来訪者に不快感を与えていた
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。
【０００４】
　そこで、本発明はこのような問題点に鑑み、玄関子機と通話中の電話端末や携帯端末等
の外部端末からＤＴＭＦ信号等の音響信号を使用して電気機器を制御する構成であっても
、電気機器制御信号に伴う音が玄関子機スピーカ等から報音されることがないインターホ
ンシステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決する為に、請求項１の発明は、玄関子機と、居室親機と、居室親機と有
線或いは無線で通信が可能な電話端末とを有し、居室親機に所定の音響信号に基づいて電
気機器を制御する機器制御部を備えたンターホンシステムであって、居室親機は、玄関子
機から呼び出しが成されたら、電話端末と通話路を確立するために電話番号に基づくイン
ターホン仕様のＳＩＰ呼出信号を出力し、ＳＩＰ呼出信号に対するＳＩＰ受信信号が電話
端末から返信されたら通話路形成制御を行う呼出・応答制御部を備えると共に、電話端末
は、ＳＩＰ呼出信号を受けたらＳＩＰ受信信号を返信する応答・通話制御部を備え、呼出
・応答制御部は、ＳＩＰ呼出信号に、電気機器制御信号を電話端末が送信する際にそれを
識別するために付加する識別子設定情報を内包して出力すると共に、電話端末は、電気機
器制御信号として音響信号の送信操作が成されると、生成した音響信号に識別子設定情報
に基づく識別子を付加する制御信号生成部を有し、居室親機は、通話路が確立され電話端
末から電気機器制御信号としての音響信号を受信すると、音響信号に付加された識別子を
認識して、受信した音響信号を所定の音響信号或いは音声信号に入れ替えて報音制御する
音響信号復旧部を備えると共に、機器制御部が、受信した音響信号に基づく電気機器制御
を実施することを特徴とする。
【０００６】
　この構成によれば、玄関子機からの呼び出しに対して例えばインターネットを介して電
話端末から応答することができる。そして、居室親機と通話路を形成して応答中の電話端
末から送信される音響信号には、電気機器制御信号であることを認識させる所定の識別子
が付加されるよう通話路形成時に取り決めが成されるので、電話端末から送信される音響
信号にはこの取り決めに従って識別子が付加される。よって、居室親機は受信した音響信
号に付加された識別子から、その音響信号のみ報音させないように制御し、通話中に電気
機器制御のための音響信号が玄関子機等から報音されることが無く、異音の報音により通
話相手に不快感を与える事がない。
【０００７】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の発明において、制御対象の電気機器が玄関ドアに
設置された電気錠であり、機器制御部は、電話端末から所定の音響信号を受信したら電気
錠の解錠を実施することを特徴とする。
　この構成によれば、呼出応答中の電話端末から、玄関ドアの電気錠の解錠操作ができる
。よって、居室親機を操作することなく、更には外出先からでも来訪者を招き入れること
ができ利便性が良い。
【０００８】
　請求項３の発明は、請求項１又は２に記載の発明において、居室親機は、接続先の電話
端末から受信して報音した音声信号を一時記憶するバッファメモリを有し、音響信号復旧
部は、制御信号として受信した音響信号に替えて直前に出力した音声信号をバッファメモ
リから取り出して報音させることを特徴とする。
　この構成によれば、制御信号は直前の音声信号に差し替えられて報音されるので、報音
する音声が大きく変化しないようにでき、通話相手に与える違和感等も小さくできる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、居室親機と通話路を形成して応答中の電話端末から送信される音響信
号には、電気機器制御信号であることを認識させる所定の識別子が付加されるよう通話路
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形成時に取り決めが成されるので、電話端末から送信される音響信号にはこの取り決めに
従って識別子が付加される。よって、居室親機は受信した音響信号に付加された識別子か
ら、その音響信号のみ報音させないように制御し、通話中に電気機器制御のための音響信
号が玄関子機等から報音されることが無く、異音の報音により通話相手に不快感を与える
事がない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明を具体化した実施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。
　図１は本発明に係るインターホンシステムの一例を示す構成図であり、１は玄関に設置
されて居住者を呼び出すための玄関子機、２は呼び出しに応答するための居室親機、３は
玄関ドア、３ａは玄関ドア３に設置された電気錠、４は居室親機２を公衆通信網５に接続
して電話端末等と通信するための第１ルータ、６ａは電話機（電話端末６）、６ｂは携帯
電話（電話端末６）、８は電話端末６を公衆通信網５に接続して居室親機２等と通信する
ための第２ルータを示している。
【００１１】
　玄関子機１と居室親機２は伝送線Ｌ１で接続され、居室親機２と電気錠３ａは伝送線Ｌ
２で接続されている。また、居室親機２は第１ルータ４を介して公衆通信網５に接続され
、電話機６ａは第２ルータ８を介して公衆通信網５に接続され、携帯電話６ｂは第２ルー
タ８と通信し、公衆通信網５を介して居室親機２と通信可能に構成されている。
【００１２】
　図２は、居室親機２の要部を回路ブロックで示している。図２に示すように、居室親機
２は、図示しないマイク及びスピーカ等を有して通話を実施するための親機音響部１１、
相手先の電話端末６を呼び出すための電話番号を記憶する電話番号記憶部１２、相手先の
電話端末６の呼出操作を行った際に、電話番号に基づくインターホン仕様のＳＩＰ呼出信
号を送出する一方、呼び出した相手先の電話端末６から返信されたインターホン仕様のＳ
ＩＰ受信信号を認識して通話路形成制御を行う呼出・応答制御部１３、受信した電気機器
制御信号としての音響信号を取り出す制御信号取出部１４、取り出した音響信号を破棄し
て直前に出力した音声信号を挿入する音響信号復旧部１５、玄関子機１に伝送される音声
及び親機音響部１１から出力される音声を一時記憶するバッファメモリ１６、居室親機２
全体を制御する親機ＣＰＵ１７、玄関子機１及び電気錠３ａと通信する第１インターフェ
ース（第１ＩＦ）１８、第１ルータ４と通信する第２インターフェース（第２ＩＦ）１９
等を備えている。
【００１３】
　尚、ＳＩＰとはＳｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌの略であり
、２つ以上の通信機器間でセッションを確立するためのＩＥＴＦ標準の公知の通信プロト
コルである。そして、インターホン仕様のＳＩＰといった場合、インターホン機器間での
通信に適するよう所定の情報を組み込んだＳＩＰを示している。また、公衆通信網５とは
、例えばインターネットである。
【００１４】
　図３は、電話端末６の１つである電話機６ａの要部を回路ブロックで示している。図３
に示すように、電話機６ａは、図示しないマイク及びスピーカ等を有し通話を実施するた
めの端末音響部２２、相手先の居室親機２を呼び出すための電話番号を記憶する電話番号
記憶部２３、インターホン仕様のＳＩＰ呼出信号を受けたらインターホン仕様のＳＩＰ受
信信号を返信する応答・通話制御部２４、相手先の居室親機２に接続された電気錠３ａの
操作等を行う際に、受信したＳＩＰ呼出信号に基づき制御信号に識別子を付加する制御信
号生成部２５、電話機６ａ全体を制御する端末ＣＰＵ２６、第２ルータ８と通信する端末
インターフェース（端末ＩＦ）２７等を備えている。
【００１５】
　また、居室親機２の呼出・応答制御部１３は、電話端末６からインターホン仕様のＳＩ
Ｐ呼出信号を受けたら、ＳＩＰ受信信号を返信する応答・通話制御部でもあり、電話端末
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６からの呼び出しが成された場合に応答する機能を備えている。そして、電話端末６から
居室親機２を呼び出すこともでき、応答・通話制御部２４は、相手先の居室親機２の呼出
操作を行ったときに、電話番号に基づくインターホン仕様のＳＩＰ呼出信号を送出し、呼
び出した相手先の居室親機２から送出されたインターホン仕様のＳＩＰ受信信号を認識す
る呼出・応答制御部を兼ねている。
　尚、携帯電話６ｂは、端末ＩＦ２７が第２ルータ８等と無線通信する無線通信部（図示
せず）を備えている以外は上記電話機６ａの回路構成と同一であるため、説明を省略する
。
【００１６】
　以下、上記構成のインターホンシステムの動作を説明する。図４は通信の流れを示すシ
ーケンス図であり、この図に基づいて呼び出し、通話、終話までの動作を説明する。
　まず、玄関子機１から呼び出しが成されると、居室親機２において呼び出しが報音され
る。このとき、留守設定等が成されて外部機器でも応答することが可能に設定されている
と、外部機器である電話端末６に呼び出しが通知される。この場合、居室親機２から電話
機６ａが呼び出されるとすると、親機ＣＰＵ１７は電話番号記憶部１２から相手先の電話
機６ａの電話番号を取り出し、呼出・応答制御部１３でインターホン仕様のＳＩＰ呼出信
号（Ｓ１）が生成される。
【００１７】
　尚、このＳＩＰ呼出信号（Ｓ１）には、通信を実施するための通信形式情報に加えて、
通話中にトーン信号等の音響信号の送信操作が成された場合は、それを電気機器制御信号
であると認識するための識別子設定情報が含まれている。
【００１８】
　このＳＩＰ呼出信号（Ｓ１）は第１ルータ４、公衆通信網５、第２ルータ８を介して、
電話番号で指定された電話機６ａに送信される。これを受信した電話機６ａの端末ＣＰＵ
２６は、応答・通話制御部２４でインターホン仕様のＳＩＰ受信信号（Ｓ２）を生成させ
る。このＳＩＰ受信信号（Ｓ２）は、第２ルータ８、公衆通信網５、第１ルータ４を介し
て居室親機２に返信される。居室親機２の呼出・応答制御部１３が、このＳＩＰ受信信号
（Ｓ２）を受信したら、親機ＣＰＵ１７は送話路を形成して呼出信号（Ｓ３）を電話機６
ａに送信すると共に、玄関子機１から伝送された来訪者音声（Ｓ３）を送信する。
【００１９】
　呼出信号及び音声を受けた電話機６ａは、端末ＣＰＵ２６の制御で呼出音を報音した後
、音声を報音する。この呼出音等を認識した居住者等により電話機６ａで応答操作が成さ
れると、端末ＣＰＵ２６は応答・通話制御部２４を制御し、インターホン仕様のＳＩＰ応
答信号（Ｓ４）を第２ルータ８、公衆通信網５、第１ルータ４を介して居室親機２に送信
させる。
　この動作が正常に完了すると、居室親機２を介して玄関子機１と電話機６ａの端末音響
部２２の間で双方向通話路が形成され、双方向で音声信号（Ｓ５）の送受が可能となり、
通話を行うことができる。
【００２０】
　この通話状態で、電話機６ａから居室親機２に接続されている電気錠３ａの解錠操作を
実施する場合、電話機６ａから解錠のための所定の音響信号が入力される。これは、来訪
者と通話した結果、玄関ドアを開けて問題ないと判断した場合に、応答した居住者等によ
り実施される。
　居住者等の電話機６ａの操作者は、例えば解錠番号が「１２」の番号から成るＤＴＭＦ
信号により解錠できることを予め記憶しており、テンキーを操作して「１２」が入力され
る。すると、端末ＣＰＵ２６は、通話路形成前に受信したインターホン仕様のＳＩＰ呼出
信号（Ｓ１）に内包された識別子設定情報から識別子を認識しており、制御信号生成部２
５においてこの識別子が付加され、識別子が付加されたＤＴＭＦ信号である「１２」の音
響信号（Ｓ６）が出力される。そして、この音響信号（Ｓ６）が、第２ルータ８、公衆通
信網５、第１ルータ４を介して居室親機２に送信される。
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【００２１】
　この音響信号（Ｓ６）を受信した居室親機２は、制御信号取出部１４が音響信号に付加
された識別子を認識して制御信号であると判断し、親機ＣＰＵ１７が電気錠解錠信号を第
１ＩＦ１８、伝送線Ｌ２を介して電気錠３ａへ送信する。一方、親機ＣＰＵ１７の制御に
より、制御信号は音響信号復旧部１５において、直前に報音された音声信号がバッファメ
モリ１６から取り出されて差し替えられ、親機音響部１１、第１ＩＦ１８、伝送線Ｌ１を
介して玄関子機１に送信され、玄関子機１の図示しないスピーカから報音される。また同
時に、親機音響部１１においても報音される。
【００２２】
　その後、電話機６ａにて終話ボタン操作等の所定の終話操作が行われると、端末ＣＰＵ
２６は応答・通話制御部２４を制御し、インターホン仕様のＳＩＰ切断信号（Ｓ７）を居
室親機２に送信させる。居室親機２は、このＳＩＰ切断信号（Ｓ７）を受信して、インタ
ーホン仕様のＳＩＰ完了信号（Ｓ９）を送信し、電話機６ａに受領されると通話が遮断さ
れ、待受け状態に戻る。
【００２３】
　以上の動作は、居室親機２から電話端末６であるもう一方の携帯電話６ｂが呼び出され
る場合も同様であり、親機ＣＰＵ１７は電話番号記憶部１２から相手先の携帯電話６ｂの
電話番号を取り出し、呼出・応答制御部１３でインターホン仕様のＳＩＰ呼出信号（Ｓ１
）が生成されて送信される。以下、電話機６ａと同様の動作により双方向通話路が形成さ
れ、解錠操作すると識別子が付加された音響信号が居室親機２に送信され、この音響信号
により電気錠３ａは解錠動作するが、玄関子機１等で報音されることはない。
【００２４】
　このように、玄関子機からの呼び出しに対して例えばインターネットを介して電話端末
から応答することができる。そして、居室親機と通話路を形成して応答中の電話端末から
送信される音響信号には、電気機器制御信号であることを認識させる所定の識別子が付加
されるよう通話路形成時に取り決めが成されるので、電話端末から送信される音響信号に
はこの取り決めに従って識別子が付加される。よって、居室親機は受信した音響信号に付
加された識別子から、その音響信号のみ報音させないように制御し、通話中に電気機器制
御のための音響信号が玄関子機等から報音されることが無く、異音の報音により通話相手
に不快感を与える事がない。
　また、制御信号は直前の音声信号に差し替えられて報音されるので、報音する音声が大
きく変化しないようにでき、通話相手に与える違和感等も小さくできる。
　更に、呼出応答中の電話端末から、玄関の電気錠の解錠操作ができるので、居室親機を
操作しなくても、更には外出先からでも来訪者を招き入れることができる。
【００２５】
　尚、上記実施形態では、音響信号による制御対象を電気錠３ａとしているが、他の電気
機器であっても音響信号を使用して同様に制御でき、例えば、エアコンのオン／オフ操作
を行っても良く、外出先から帰宅前にオン操作すれば、帰宅時の部屋の暑さや寒さを和ら
げることができる。
　また、公衆通信網５を経由して居室親機２と通信する構成を示しているが、公衆通信網
５を介さず通信することも可能である。更に、居室親機２に無線通信機能を設ければ、居
室親機２と携帯電話６ｂとで直接通信させることも可能であり、この場合も、制御信号に
音響信号を用いても報音させずに電気錠の解錠等の操作を実施できる。
【００２６】
　更に、玄関子機１からの呼出操作に対して、居室親機２が自動で電話端末６を呼び出す
場合を説明したが、居住者が居室親機２を操作して電話端末６と通信路を形成した場合も
同様に、インターホン仕様のＳＩＰ呼出信号（Ｓ１），インターホン仕様のＳＩＰ受信信
号（Ｓ２），呼出信号及び音声（Ｓ３）、インターホン仕様のＳＩＰ応答信号（Ｓ４）の
送信が成されて、これらの送信が正常に完了すると、居室親機２と電話端末６の間で通話
が可能となる。



(7) JP 2010-81216 A 2010.4.8

10

【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明に係るインターホンシステムの実施形態の一例を示す構成図である。
【図２】図１の居室親機の要部回路ブロック図である。
【図３】図１の電話機の要部回路ブロック図である。
【図４】居室親機と電話端末の間の通信の流れを示すシーケンス図である。
【符号の説明】
【００２８】
　１・・玄関子機、２・・居室親機、３ａ・・電気錠、６・・電話端末、６ａ・・電話機
（電話端末）、６ｂ・・携帯電話（電話端末）、１２・・電話番号記憶部、１３・・呼出
・応答制御部、１４・・制御信号取出部、１５・・音響信号復旧部、１６・・バッファメ
モリ、１７・・親機ＣＰＵ（機器制御部）、２４・・応答・通話制御部、２５・・制御信
号生成部、２６・・端末ＣＰＵ。

【図１】 【図２】

【図３】
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